
 

令和３年（2021年）４月 26日 

 

 

第１４回 新型コロナウイルス感染症対策本部（法定）会議 

（本部長：市長） 

 

１ 日 時 令和３年（2021年）４月 26日（月） 13:00～13:30 

 

２ 場 所 第３・第４委員会室 

 

３ 案 件 

（１） 緊急事態宣言発出に伴う対応について 

（総合経営部・生活安全部）別紙１             

                  

（２） 緊急事態宣言発出に伴う職員の勤務について 

（総務部）別紙２ 

             

（３） 緊急事態宣言発出に伴う教育活動について  

（学校教育部）別紙３ 

 

（４） 新型コロナウイルス感染症対拡大の現状について 

     （医療保健部・健康部）別紙４ 

 

（５） 八王子市コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備チームの 

の取組状況について           （医療保険部）別紙５ 

 

（６） 新型コロナウイルスワクチン接種について 

                   （健康部・総合経営部）別紙６ 

 

（７） 「徹底点検 ＴＯＫＹＯサポート」プロジェクトの東京都との 

合同実施について           （生活安全部）別紙７ 

 

（８）その他  

                  



令和３年（2021年）4月 26日 

総 合 経 営 部 

生 活 安 全 部 

 

緊急事態宣言発出に伴う市の対応について 

 

１．基本的な考え 

（１） 政府の「緊急事態宣言」及び東京都の「緊急事態措置（特措法第 45条による協力要請）」

に示される要請に速やかに対応する。  

※「緊急事態宣言」及び「緊急事態措置」の内容は資料を参照 

（２） 東京都の「緊急事態措置」において、「要請」ではなく「協力依頼」についても、原則速やかに

対応する。 

 

２．公共施設の使用制限 

  別紙１-1「緊急事態宣言等に伴う公共施設の使用制限一覧」のとおり 

 

３.イベントの開催制限 

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化している状況を踏まえ、緊急事態宣言期間中に市が

主催するイベントは原則、オンライン開催への切り替え、中止または延期とする。 

   やむを得ず、実施する場合は、次の対策を講じることとする。 

   〇原則、マスクの常時着用を徹底する。 

   〇入場時に検温と手指消毒を行う。（発熱者、有症状者の参加は断ることを開催前に周知して 

おく） 

   〇大声を出さないことを徹底し、大声を出す市民には、個別に注意を行う。（スポーツイベント

などでは鳴り物を禁止） 

   〇施設内（出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等）は、こまめな消毒を行う。 

   〇こまめな換気を行う。 

   〇密集を回避する。（定員の 1/2、人と人の間隔（２ｍ）を確保するなど） 

   〇参加者の連絡先を把握する。 

 

４.市民周知  

（１）防災行政無線放送 

   防災行政無線を用いて市長から市民の皆様へ要請を行う。 

   放送日時：緊急事態宣言発出日、４月２９日（木・祝）、５月１日（土）、５月３日（月・祝）、 

５月５日（水・祝）、５月８日（土） の正午ごろ 

（２）市長メッセージの発信 

    市長のメッセージ動画を作成し、ホームページ、市役所１Ｆロビーの行政情報モニター、

YouTubeにより発信する。 

  （3）街頭啓発 

     東京都と合同で、プラカード掲示、拡声器によるアナウンス、チラシ配布により不要不急の 

外出自粛等の呼びかけを行う。 

日時：５月５日（木・祝）13：30～14：30ごろ 

場所：JR八王子駅北口・南口、西放射線ユーロード周辺 

別紙 1 



別紙１-1

種　　　類
（特措法施行令第11条）

施　　　設 東京都における緊急事態措置等 備　　　考 休館等 休館に関する備考

学校（第１号） 幼稚園、小学校、中学校、高校等 部活動の自粛の協力を依頼
一部使用

制限
学校施設開放は実施なし

保育所・学童保育所 通常

児童館
一部使用

制限
児童館は人数制限、広場
は予約制

子ども家庭支援センター 通常

つどいの広場
一部使用

制限

ふれあい・つどいの広場予
約制。講座、イベントは中
止

劇場等（第４号）
※劇場、観覧場、映画館又
は演芸場

こども科学館（プラネタリウム）
１０００㎡以上　休業要請
１０００㎡以下　休業の協力依頼

休館 4/27(火)～

市民センター・市民集会場 休館

4/27(火)～
図書館の予約貸出返却、
地域福祉拠点の相談は実
施

市民集会場は、期間中は
予約も不可

地区会館 休館 4/27(火)～

恩方・上川農村環境改善センター（貸室） 休館 4/27（火）～

大横保健福祉センター（貸室）
一部使用

制限

4/27(火)～
ロビーの利用も制限する。
ただし、乳幼児健診など時
機を逸することができない
事業は全館を使い感染防
止対策を万全にして実施

南大沢保健福祉センター（貸室）
一部使用

制限

4/27(火)～
ロビーの利用も制限する。
ただし、乳幼児健診など時
機を逸することができない
事業は全館を使い感染防
止対策を万全にして実施

東浅川保健福祉センター（貸室）
一部使用

制限

4/27(火)～
ロビーの利用も制限する。
館内のレストラン「あさか
わ」も4/27（火）から利用
を中止する。なお、乳幼児
健診など時機を逸すること
ができない事業は全館を
使い感染防止対策を万全
にして実施

北野余熱利用センター（会議室） 休館 4/27（火）～

心身障害者福祉センター（貸室）
一部使用

制限
相談業務、機能回復訓練
等の主催事業は実施

長房ふれあい館（貸室） 休館 4/27(火)～

桑都日本遺産センター 休館 4/29(木)～

絹の道資料館 休館 4/27(火)～

J:COMホール八王子 休館

学園都市センター 休館

いちょうホール 休館

南大沢文化会館 休館

生涯学習センター 休館

北野余熱利用センター（多目的ホール） 休館

八王子城跡ガイダンス施設 休館

高尾599ミュージアム 休館

4/27（火）～
ただし、東側トイレについ
ては通常営業時間（8～
17時）利用可能

商業施設（第７号）
※百貨店、マーケットその
他の物品販売業を営む店
舗

道の駅八王子滝山

1,000㎡以上　休業要請
（生活必需物資を除く）
1,000㎡以下　休業の協力依頼
（生活必需物資を除く）

一部使用
制限

営業施設は、19時までの
時短営業（4/1から当面の
間）。
会議室については、4/26
（月）から利用休止。

〇厚労省及び東京都保健局より通知
「保育所、放課後児童クラブ等については、感染
防止策を徹底しつつ、原則開所」

4/27(火)～
無観客のイベントは利用可

4/27（火）～

緊急事態宣言等に伴う公共施設の使用制限一覧

無観客開催を要請

無観客開催を要請

集会場等（第５号）
※集会場又は公会堂

〇生活文化局：都立文化施設の休館等及び開催
を予定していた文化事業を中止（東京都美術館、
東京文化会館、東京芸術劇場等）

保育所等（第２号）
※保育所、介護老人施設、
その他これらに類する通所
又は短期間の入所により
利用される福祉サービスま
たは保健医療サービスを提
供する施設

展示場（第６号）
※展示場

1 ページ



別紙１-1

種　　　類
（特措法施行令第11条）

施　　　設 東京都における緊急事態措置等 備　　　考 休館等 休館に関する備考

緊急事態宣言等に伴う公共施設の使用制限一覧

体育館（富士森・甲の原） 休館

体育館（エスフォルタ） 休館

市民センター（体育室） 休館

東浅川保健福祉センター（体育室） 休館

甲の原体育館（プール） 休館

北野余熱利用センター（室内プール） 休館

大横保健福祉センター（室内歩行用プール） 休館

東浅川保健福祉センター（室内プール） 休館

トレーニング室（富士森、エスフォルタ） 休館

野球場・ソフトボール場 休館

少年野球場・少年サッカー場 休館

サッカー場・ラグビー場 休館

陸上競技場 休館

テニスコート 休館

戸吹スケートパーク 休館

夢美術館 休館

こども科学館 休館

郷土資料館 休館 閲覧・図書販売中止

図書館 入場整理の実施の協力依頼
〇都教育庁：東京都立図書館（中央図書館及び多
摩図書館）は、来館サービスを休止。来館しなく
ても利用できるサービスは継続

一部使用
制限

予約した本の貸出業務は
継続

戸吹湯ったり館 休館 4/27(火)～

東浅川保健福祉センター（浴室） 休館

4/27（火）～
ただし、カラオケ、ヘルスト
ロン（交流高圧電位治療
器）、囲碁・将棋などの利
用は、4/26（月）から中
止。

南大沢保健福祉センター（浴室） 休館

4/27（火）～
ただし、カラオケ、ヘルスト
ロン（交流高圧電位治療
器）、囲碁・将棋などの利
用は、4/26（月）から中
止。

北野余熱利用センター（浴室） 休館 4/27（火）～

恩方老人憩いの家（浴室） 休館

4/27（火）～
カラオケ、交流高圧電位治
療器は4/26（月）から中
止

長房ふれあい館（浴室） 休館 4/27(火)～

夕やけ小やけふれあいの里（園） 休館 4/27（火）～

夕やけ小やけふれあいの里（おおるりの家） 通常
ただし、日帰り入浴は
4/27（火）から休止

夕やけ小やけふれあいの里（いろりばた） 通常
ただし、酒類の提供は
4/25（日）から休止

市民活動支援センター 休館 4/27（火）～

まちなか休憩所　八王子宿 休館
4/25（日）～
4/27（火）からトイレのみ
利用可

八王子インフォメーションセンター 通常

高尾山口観光案内所 通常

高尾山麓駐車場 通常

滝山観光駐車場 休館

長池公園自然館 休館

大塚公園管理棟内ホール 休館

高尾駒木野庭園 休館

清川・東浅川交通公園 休館
4/27（火）～
清川は休園中。

七国公園ドッグラン 休館

屋外公衆喫煙所 休館

キャンプ場 休館 4/24（土）から閉所

4/27(火)～

4/27（火）～

〇都港湾局：海上公園の一部施設を使用中止（辰
巳の森海浜公園、若洲海浜公園等）

〇都建設局：都立公園等の一部施設を使用中止
（都立公園内の駐車場及び運動施設（競技場の一
般公開日を除く））

〇東京都政策企画局・総務局が連名で各局に通
知
（都知事が各市町村長に都を参考に対応するよ
う依頼）
「都立施設のうち、美術館、博物館等について
は、休館とする。劇場、ホール、運動施設等につ
いては、無観客によるイベント開催の場合を除
き、原則休館」

遊興施設（第１１号）
※キャバレー、ナイトクラ
ブ、ダンスホールその他こ
れらに類する遊興施設

4/26（月）午後～

1,000㎡以上　休業要請
1,000㎡以下　休業の協力依頼

4/27(火)～

4/27(火)～
中止できないやむを得な
い事情のある大会は、要
相談

その他
※公園、産業振興施設等

【屋内施設】
1,000㎡以上　休業要請
1,000㎡以下　休業の協力依頼

【屋外施設】
以下の事項について協力依頼
・入場整理の実施
・酒類提供の自粛
・営業時間短縮（２０時まで）

1,000㎡以上　休業要請
1,000㎡以下　休業の協力依頼

〇東京都政策企画局・総務局が連名で各局に通
知
（都知事が各市町村長に都を参考に対応するよ
う依頼）
「都立施設のうち、美術館、博物館等について
は、休館とする。劇場、ホール、運動施設等につ
いては、無観客によるイベント開催の場合を除
き、原則休館」

〇都オリパラ準備局：都立スポーツ施設等を無観
客の全国大会等を除き、休館（駒沢総合運動場、
東京武道館、武蔵野の森、味スタ等）

運動施設（第９号）
※体育館、水泳場、ボーリ
ング場その他これらに類す
る運動施設又は遊技場

博物館等（第１０号）
※博物館、美術館又は図書
館
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別紙 2 

令和 3年（2021年）4月 26日 

総 務 部 

 

緊急事態宣言発出に伴う職員の勤務体制について 

 

１ 基本的な考え方 

国の緊急事態宣言及び東京都の緊急事態措置に基づき、人と人との接触をできる限り減らしつつ、市民

サービスに必要な行政機能を維持する。 

 

２ 職員の勤務対応 

（1）時差勤務の活用 

通勤混雑を避けることを目的として、すでに実施している時差勤務を積極的に活用すること。 

（２）週休日の振替 

職場の密を回避するため、通常（月曜日から金曜日まで）の勤務日を、週休日（土日）または休日に振り

替えることを可能とする。 

なお、週休日の振替は、同一週内（日曜日から土曜日までの７日間）に行うこと。 

休日の振替は、休日の前後8週間以内に行うこと。 

【対象職員】 

      全職員。ただし、変形職場、変則職場の職員及び会計年度任用職員は対象外とする。 

（3）重症化リスクの高い職員への対応 

   重症化リスクの高い職員への対応として、在宅勤務（行政情報・住民情報端末の持ち帰りは不可）を実

施する。 

   【対象職員】 

妊娠中の職員、基礎疾患のある職員等の重症化リスクの高い職員。（会計年度任用職員を含む）  

（4）出張の見直し 

国の不要不急の都県境をまたぐ移動の自粛要請により、都県境をまたぐ出張については原則控えるこ

と。 

 

３ 八王子市特定事業主行動計画の推進について 

（1）年次有給休暇の取得促進 

   人との接触を回避する観点と、年次有給休暇の取得目標（年 12 日以上）の達成に向け、ゴールデンウ

ィークの休日に加えて、その前後でのまとまった休暇取得を促進する。 

（2）時間外勤務の禁止 

20時以降の不要不急の外出自粛要請と、時間外勤務を削減する観点から、時間外勤務は原則禁止と

する。 

 

4 実施期間 

令和 3年（2021年）4月 26日（月）から緊急事態宣言解除日まで 

※2-（1）時差勤務の活用、3-（1）年次有給休暇の取得促進については、本期間以降も継続する。 



 

令和３年（2021 年）４月２６日 

学 校 教 育 部 

 

 

緊急事態宣言発出に伴う教育活動について 

 

 

緊急事態宣言発出に伴い、緊急事態宣言の目的が人の流れを抑えることにあることを踏まえ、 

本市教育委員会においては、感染防止対策を徹底した上で、児童・生徒の教育課程の履修、学びの

保障を最優先に考え、緊急事態宣言期間中の教育活動については、原則以下のとおり対応します。 

 

１ 校外学習については、感染防止対策を徹底し、実施可能な方策を工夫した上で実施する。 

２ 部活動については、感染防止対策を徹底し、実施可能な方策を工夫した上で実施する。 

  ただし、都大会等上部大会につながる公式戦を除き、対外試合は実施しない。  

３ 学校公開及び保護者会、学校説明会については、延期が可能であれば延期し、学校ホームペー

ジ等に掲載する。また、実施する際は、オンラインを活用するなど工夫した上で実施する。 

4 外部講師を招聘しての活動は、延期が可能であれば延期し、実施する際は、オンラインを活用す

るなど工夫して実施する。 

5 学校施設を使用する施設開放については、感染予防対策として外部の方の学校への流れを抑

えることの観点から、市公共施設の対応と同様に実施しない。 

6 感染症の予防上、保護者が児童・生徒を出席させなかった場合は、出席停止の措置を講じる。 
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令和 3 年（2021 年）4 月 26 日 

医 療 保 険 部 ・ 健 康 部 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の現状について 

 

１ ＰＣＲ検査実績（４月２１日現在） 

            （単位 件） 

実施 

場所 
区分 

令和 2年 令和 3年 
計 

1～12月 1月 2月 3月 4月 

全体 
うち 

COCOA 
全体 

うち 

COCOA 
全体 

うち

COCOA 
全体 

うち

COCOA 
全体 

うち

COCOA 
全体 

うち 

COCOA 

保
健
所 

検査数 5,025 381 1,314 17 596 3 844 3 751 8 8,530 412 

結
果 

陽性 459 0 215 0 93 0 106 0 115 0 988 0 

陰性 4,566 381 1,099 17 503 3 738 3 636 8 7,542 412 

陽性率 9.1％ ― 16.4% ― 15.6% ― 12.6％ ― 15.3％ ― 11.6% ― 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
外
来 

検査数 1,276  174  117  112  99  1,778  

結
果 

陽性 109  33  11  14  10  177  

陰性 1,167  141  106  98  89  1,601  

陽性率 8.5％  19.0%  9.4%  12.5％  10.1％  10.0%  

＊「保健所」は、原則として帰国者や接触者など保健所が検査を必要と判断し、東京都健康安全研究センタ

ー等にて実施した件数（5月 29日以降、濃厚接触者は全員 PCR検査の対象となった。） 

＊「ＰＣＲ外来」は、かかりつけ医から紹介された一般の方を、ＰＣＲ外来で検体採取した件数 

 

２ 感染者状況（４月２２日現在） 

（１）月別感染者数 

      （単位 人） 

区分 
令和 2年 令和 3年 

計 
3～12月 1月 2月 3月 4月 

市内 1,326 799 321 469 374 3,289 

 

（２）年代別感染者数 

   （単位 人） 

区分 10 歳未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 90 代 100 歳以上 計 

累計 80 240 736 415 533 477 283 252 199 71 3 3,289 

前回

(3.16) 
62 187 606 343 447 384 222 196 153 57 3 2,660 

増減 +18 ＋53 +130 +72 ＋86 +93 +61 +56 +46 +14 ― +629 

別紙４ 
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（３）感染経路（渡航歴・接触歴）状況 

 （単位 人） 

区分 あり 調査中・不詳 計 

累計 1,809 1,480 3,289 

前回（3.16） 1,435 1,225 2,660 

増減 ＋374 ＋255 ＋629 

 

 

（４）感染者経過 

（単位 人） 

区分 入院※ 
宿泊療養 

※ 
自宅療養 

退院及び 

療養終了 
死亡 計 

4.22時点 74 40 122 2,999 54 3,289 

前回（3.16） 76 29 76 2,441 38 2,660 

増減 △2 ＋11 ＋46 ＋558 ＋16 ＋629 

   ※調整中を含む 
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令和 3 年 4 月 26 日 

医 療 保 険 部  

 

八王子市コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備チーム 

の取組状況について 

 

 八王子市コロナウイルス感染症対策地域医療体制整備チームの取組状況について

報告する。 

 

１ ＰＣＲ外来について 

（１） 実施状況 

 開設日・時間  原則週３日（月・水・金）午後  

（２） 検査実績（４月２１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療従事者向け新型コロナウイルスワクチン接種状況について 

（１） 接種状況 

・今週で市内医療従事者全員が接種できる量のワクチン（１回目接種分）が入荷 

・準備の整った病院から順次接種を開始している。 

・診療所、薬局など、病院以外の医療従事者は医師会が中心となって会場を確保

し、４月２９日から集団接種を開始 

（２） 本市の接種対象者数 

   約１８，０００人 

 

  

      （単位 件） 

区分 
令和 2年 令和 3年 

計 
5～12月 1月 2月 3月 4月 

検査数 1,276 174 117 112 99 1,778 

結
果 

陽性 109 33 11 14 10 177 

陰性 1,167 141 106 98 89 1,601 

陽性率 8.5％ 19.0％ 9.4％ 12.5％ 10.1％ 10.0％ 

別紙５ 
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３ ゴールデンウィークの発熱患者等の医療提供体制確保支援事業について 

（１）実施概要 

 ア．内  容  例年市が委託事業で実施している休日診療に加え、東京都

が発熱患者等を診療・検査するために開院する医療機関に対

し、協力金を支給する制度を創設し、医療提供体制を確保。 

都の協力金は、市委託で開院する時間帯は対象外となるこ

とから、休日診療（内科・小児科）を担当する医療機関に対

し、市独自に通常の委託料に加え１日あたり１２０,０００円

を協力金として支給する。 

 イ．期  間 令和３年５月１日から５日まで（市委託事業は５月２日から） 

 ウ．予算規模 １,９２０千円（市協力金） 

 エ．実施理由  新型コロナウイルス感染症患者の更なる感染拡大が懸念さ

れるなか、通常の診療に加え、休日診療にも協力し、発熱患

者等の対応にあたる医療機関の従事者に対し、協力金を支給

する。（令和２年度年末年始も同様の取組を実施） 

 

 

４ ＣＯＶＩＤ－１９対策ＷＥＢセミナーｉｎ八王子について 

（１） 実施概要 

 ア．日 時 ４月２７日（火）１９時～２０時（令和３年度第１回） 

 イ．テーマ 変異株の最新動向、及び地域全体で取り組む第４波への備え 

 ウ．講 師 清智会記念病院 理事長 横山 智仁先生 

 エ．定 員 ５００名 
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令和３年（2021年）４月２６日 

健 康 部 ・総 合 経 営 部 

 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

１ ４月の接種状況について 

（１）接種場所 ３か所（市役所本庁舎、イトーヨーカドー南大沢店、高齢者施設） 

（２）接種者数 １，９４８人 

 

２ 5月以降の予約再開日 

（１）75歳以上（後期高齢者）  5月 2日（日） 

（２）65～74歳（前期高齢者） 5月 5日（水・祝） 

 

３ ５月以降の接種会場 

別紙「新型コロナウイルスワクチン集団接種会場」のとおり 

 

４ 5月以降の予約枠 

５・６月・・・約 27万回分 

７月  ・・・約９万回分 

 

5 市民周知 

（１）ダイレクトメール（圧着ハガキ） 

⇒65 歳以上の方（約 16 万人）に、予約開始日と十分なワクチン量が確保される予定であ

ることなどを明記し、4月 2３日に送付。 

（２）5月 1日号広報、ホームページ、SNS 

（３）町会自治会連合会、民生委員児童委員協議会会長会、高齢者あんしん相談センター長

会、各種団体を通じた周知。 

 

6 予約方法及び改善策 

（１）インターネット（パソコン、スマートフォンなど） 

４月５日（４月分予約初日）の瞬間最大アクセス数（3,700アクセス）を踏まえ、その５倍以 

上の２０，０００アクセスまで増強します。加えて、御家族や御友人などインターネットの活用 

ができる方への代理予約を促すなど、インターネット予約をお勧めする旨、周知します。 

（２）電話（コールセンター） 

①コールセンター回線数の増 35→５０回線 

②同時に電話がかかった際の対応について 

・1～５０回線⇒オペレーター応答 

・51～１４０回線⇒「順番におつなぎしますのでしばらくお待ちください。」のアナウンスがあり、 

順次オペレーターに繋がります。 

別紙６ 
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・141～２４０回線⇒「只今大変混みあっています。暫くしてからおかけ直しください。」となり自 

動切断になります。 

・２４１回線以降⇒「ツーツーツー」もしくは NTT 設定「只今大変混みあっています。暫くしてか 

らおかけ直しください。」の自動切換えになります。 

 

7 本市へのワクチン供給状況 

（１）４月２６日及び５月３日の週に計２７箱 26,325回分（１箱 975回分） 

（2）５月１０日以降の週については、順次国から供給され、６月末までにすべての高齢者向け

のワクチンが配付される予定 

 

8 緊急事態宣言中（～５月１１日）のワクチン接種会場について 

（１）５月９日（日） １８会場・・・小・中学校体育館 

（2）５月１０日（月）４会場・・・本庁舎、イトーヨーカドー南大沢店、学園都市センター（スクエ

アビル）、石川市民センター 

（3）５月１１日（火）３会場・・・イトーヨーカドー南大沢店、学園都市センター（スクエアビル）、

石川市民センター 

  ＜施設との調整＞ 

    ○イトーヨーカドー南大沢店 

    〇学園都市センター（スクエアビル） 

    〇イーアス高尾（５月 12日以降使用） 

      全ての商業施設において、緊急事態宣言中も接種会場としての使用を了承 

 

9 その他 

（１）総合コールセンター（本庁）の体制強化 

   新型コロナワクチン接種コールセンター（上記 ６ （２）電話（コールセンター））に繋がらな

いことにより、市役所に問い合わせてくる市民への対応を行う。 

   5月 2日（申込初日） 35回線 

   5月 3日から 5日   ２０回線 

（２）ワクチン接種会場（学校）での市職員（管理職）配置 

  市内小中学校でワクチン接種を開始することから、初回となる 5月 9日に学校施設内及び

施設周辺の状況確認を行う。 

 5月 9日 18校 

 

 



9日（日） 16日（日） 23日（日） 30日（日） 6日（日） 13日（日） 20日（日） 27日（日） 4日 11日（日） 18日（日）

中央地域１ 第四中 第四中 第四中 第四中 第七小 第七小 第七小 第七小 第七小

中央地域２ 第三小 第三小 第三小 第七小 第三小 第五中 第五中 第五中 第五中 第五中

中央地域３ 第四小 第四小 第四小 第四小 第四小 いずみの森 いずみの森 いずみの森 いずみの森 いずみの森

中央地域４ 第十小 第十小 第十小 第十小 大和田小 大和田小 大和田小 大和田小 大和田小

中央地域５ 中野北小 中野北小 中野北小 中野北小 中野北小 清水小 清水小 清水小 清水小 清水小

中央地域６ 第五小 第五小 第五小 第五小 第五小 第五小

北部地域１ 小宮小 小宮小 小宮小 小宮小 小宮小

北部地域２ 加住小 加住小 加住小 加住小 高倉小 加住小 加住小 加住小 小宮小 小宮小

北部地域３ 宇津木台小 宇津木台小 高倉小 宇津木台小 宇津木台小 石川中 石川中 石川中 石川中 石川中

北部地域４ 第一中 第一中 第一中 第一中 第八小 第八小 第八小 第八小 第八小 第八小

西南部地域１ 散田小 散田小 散田小 横山第二小 散田小 横山第二小 横山第二小 横山第二小 横山第二小 横山第二小

西南部地域２ 長房小 長房小 長房小 船田小 長房小 船田小 船田小 船田小 船田小 船田小

西南部地域３ 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小 館小

西南部地域４ 山田小 山田小 山田小 山田小 山田小 椚田小 椚田小 椚田小 椚田小 椚田小

西南部地域５ 緑が丘小 緑が丘小 緑が丘小 横山第一小 緑が丘小 横山第一小 横山第一小 横山第一小 横山第一小 横山第一小

西南部地域６ 浅川小 浅川小 浅川小 浅川小 浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小 東浅川小

西部地域１ 元八小 元八小 元八小 元八小 元八小 弐分方小 弐分方小 弐分方小 弐分方小 弐分方小

西部地域２ 城山小 城山小 城山小 城山小 城山小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小 恩方第一小

西部地域３ 元木小 元木小 元木小 元木小 元木小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小 上壱分方小

西部地域４ 川口小 川口小 楢原小 川口小 川口小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小 陶鎔小

西部地域５ 松枝小 松枝小 松枝小 松枝小 松枝小 横川小 横川小 横川小 横川小 横川小

東南部地域１ 由井第一小 由井第一小 由井第一小 長沼小 由井第一小 長沼小 長沼小 長沼小 長沼小 長沼小

東南部地域２ 高嶺小 高嶺小 高嶺小 中山小(東部) 高嶺小 片倉台小 片倉台小 片倉台小 片倉台小 片倉台小

東南部地域３ みなみ野小 みなみ野小 みなみ野小 由井第三小 みなみ野小 由井第三小 由井第三小 由井第三小 由井第三小 由井第三小

東南部地域４ みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 みなみ野君田小 打越中 打越中 打越中 打越中 打越中

東南部地域５ 七国中 七国中 七国中 七国中 七国小 七国小 七国小 七国小 七国小 七国小

東部地域１ 由木東小 由木東小 由木東小 由木中央小 由木東小 松が谷小 松が谷小 松が谷小 由木東小 松が谷小

東部地域２ 愛宕小 愛宕小 愛宕小 愛宕小 愛宕小 上柚木小 上柚木小 上柚木小 上柚木小 上柚木小

東部地域３ 松木小 松木小 松木小 松木小 松木小 別所小 別所小 松木小 別所小 別所小

東部地域４ 長池小 長池小 長池小 南大沢小 長池小 柏木小 柏木小 柏木小 柏木小 柏木小

東部地域５ 由木中 由木中 由木中 由木中 由木中 由木中央小 由木中央小 由木中央小 由木中央小 由木中央小

18校 19校 30校 29校 30校 30校 29校 30校 30校 30校

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（日曜日）

5月 6月 7月

都
　
　
議
　
　
会
　
　
議
　
　
員
　
　
選
　
　
挙



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

市役所本庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南大沢(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八王子駅前(オクトーレ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イーアス高尾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高尾わくわくビレッジ ○ ○ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

市役所本庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南大沢(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八王子駅前(オクトーレ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イーアス高尾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高尾わくわくビレッジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

市役所本庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南大沢(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八王子駅前(オクトーレ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イーアス高尾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高尾わくわくビレッジ ○ ○ ○

６月

７月

海
の
日

ス
ポ
ー
ツ
の
日

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（平日：月～金曜日）

５月

憲
法
記
念
日

み
ど
り
の
日

こ
ど
も
の
日
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令和３年(2021年)４月２６日 

生 活 安 全 部 

「徹底点検 ＴＯＫＹＯサポート」プロジェクトの東京都との合同実施について 

 まん延防止等重点措置の実施にあわせて、飲食店等に対する感染防止ガイドライ

ンの取組を更に発展させるため、市内飲食店等に対する点検・サポートの取組を東

京都と合同で実施する。 

 

 

１ 期 間 

  令和３年(2021年)４月２１日（水）～４月３０日（金）の平日午後 

 

２ 場 所 

  ＪＲ八王子駅、京王八王子駅周辺 

 

３ 実施概要 

  飲食店等を個別に訪問し、各店舗の取組状況に応じたきめ細かいアドバイスや

感染症防止対策状況を確認。感染防止に特に重要な「リーダー」「換気」「間隔確

保」「マスク」「手指消毒」の５つの分野について、２０のチェックポイントを設

定して点検。点検済みの店舗には、東京都が「感染防止徹底点検済証」を交付。 

 

４ 実施体制 

  東京都と本市職員が二人一組となり、 

各日４班体制で店舗を訪問。 

 

５ そ の 他 

  １の期日以外の日（土日、祝日を含む）及びその他の地域(西八王子駅、高尾

駅、南大沢駅周辺)は、東京都職員と同事業受託事業者が点検を実施。 
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【参考】令和 3年 4月 21日実施した点検の様子 

 

 


